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〔利用上の注意〕 

１ 「統計法令に基づく統計調査の承認及び届出の状況」（以下、「本月報」という。）中

で「指定統計」とは、改正前の統計法（昭和 22 年法律第 18 号。以下「旧統計法」と

いう。）第２条の規定に基づき、総務大臣が指定した統計をいう。 

２ 本月報中で「指定統計調査」とは、旧統計法下において、指定統計を作成するため

に行われた統計調査をいう。 

３ 本月報中で「承認統計調査」とは、改正後の統計法（平成 19年法律第 53号。以下 

「新統計法」という。）により廃止された統計報告調整法（昭和 27年法律第 148号） 

の規定に基づく総務大臣の承認を受けて実施された「統計報告の徴集」の通称をいう。 

４ 本月報中で「届出統計調査」とは、旧統計法下にあっては、第８条に基づき総務大

臣に届けられた統計調査をいい、新統計法下にあっては、第 24 条第１項又は第 25 条

に基づき総務大臣に届けられた統計調査をいう。 

５ 本月報中で「基幹統計」とは、新統計法第２条第４項に規定する統計をいう。旧統

計法下の指定統計のうち、新統計法施行の段階（平成 21年４月１日）で引き続き作成

されていたものについては、基幹統計に移行している。 

６ 本月報中で「基幹統計調査」とは、基幹統計を作成するために行われた統計調査を

いう。 

７ 本月報中で「一般統計調査」とは、国の行政機関が行う統計調査のうち、基幹統計

調査以外のものをいう。 

８ 本月報中の目次等における調査名の後ろの「平成◇年承認」「平成◇年届出」につい

ては、本月報の編集に係るシステム管理上、付記しているものである。 
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○基幹統計調査の承認 

 

統計調査の名称 実 施 者 主 な 承 認 事 項 承認年月日

学 校 保 健 統 計 調 査 文 部 科 学 大 臣 承認事項の変更 

①「裸眼視力」を「視力矯正者」

と「視力非矯正者」に分割等。 

②「難聴」欄に「（両耳とも）」

という表記を追加。 

③「相談員・スクールカウンセ

ラーの配置状況」の調査票上の

表示場所及び配置時間に関する

表記を変更。 

④調査票の様式番号を変更。 

⑤報告義務者の氏名欄の表記を

「申告義務者」から「報告義務

者」に変更。 

⑥調査票情報の保存責任者の変

更。 

 

H23.3.16

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣が承認した基幹統計調査の計画について、

主な内容を掲載したものである。 



○一般統計調査の承認

承認年月日 統計調査の名称 実施者

H23.3.8
適用実態調査（租税特別措置の適用状況の透明化等に関する
法律第4条第1項に基づく適用実態調査）

財 務 大 臣

H23.3.8 航空輸送統計調査 国 土 交 通 大 臣

H23.3.9 労使関係総合調査 厚 生 労 働 大 臣

H23.3.9 建設業活動実態調査 国 土 交 通 大 臣

H23.3.14 砕石等動態統計調査 経 済 産 業 大 臣

H23.3.24 社会保障・人口問題基本調査 厚 生 労 働 大 臣

H23.3.25 介護事業実態調査 厚 生 労 働 大 臣

H23.3.25 海外現地法人四半期調査 経 済 産 業 大 臣

H23.3.29 主要建設資材需給・価格動向調査 国 土 交 通 大 臣

H23.3.30 国際比較プログラムに関する小売物価調査 総 務 大 臣

H23.3.31 水質汚濁物質排出量総合調査 環 境 大 臣

H23.3.31 職種別民間給与実態調査 人 事 院 総 裁

H23.3.31 民間企業における役員報酬（給与）等調査 人 事 院 総 裁

 注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣が承認した一般統計調査について掲載したものである。
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（１）　新　規

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H23.3.3 川崎市高齢者等実態調査 川 崎 市 長

H23.3.8 大阪市域における廃棄物処理に係る実態調査 大 阪 市 長

H23.3.9 春季賃上げ及び夏季・年末一時金要求・妥結状況調査 千 葉 県 知 事

H23.3.14 大阪における障がい者在宅就労実態調査 大 阪 府 知 事

（２）　変　更

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H23.3.2 広島県人口移動統計調査 広 島 県 知 事

H23.3.3 神奈川県消費者物価統計調査 神 奈 川 県 知 事

H23.3.28 鳥取県山間集落実態調査 鳥 取 県 知 事

 ○届出統計調査の受理

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣に届け出られた統計調査の受理（変更）について掲載したものである。

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣に届け出られた統計調査の受理（新規）について掲載したものである。
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○基幹統計調査の承認 

【調査名】 学校保健統計調査（平成２３年承認） 

【承認年月日】 平成２３年３月１６日 

【実施機関】 文部科学省生涯学習政策局調査企画課 

【目 的】 学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすること

を目的とする。 

【沿 革】 本調査は、学校における健康診断の結果の記録に基づいて作成される統計で

あるが、学校における健康診断の結果の記録は明治３０年に行われた「学生生徒

身体検査規程（明治３０年３月１５日文部省訓令第３号）」に基づく体格測定に

始まる。 

しかし、この記録に基づいて統計が作成されたのは３年後の明治３３年に「学

生生徒身体検査規程（明治３３年３月２６日文部省令第４号）に基づいて行われ

た身体検査の結果の記録を基に作成された「生徒児童身体検査統計」が最初であ

り、これが現在の学校保健統計調査の始まりである。 

その後、この学生生徒身体検査規程は「学生生徒児童身体検査規程（大正９年

７月２７日文部省令第１６号）」更に「学校身体検査規定（昭和１２年１月２７

日文部省令第２号）」へと改正されたが、統計はこの間も継続して作成されてい

る。 

戦時中は、身体検査も統計表の作成も十分徹底して行われなかったので、統計

は昭和１４年の「学校身体検査」を最後に中断し、戦後、昭和２２年まで作成さ

れなかった。 

昭和２３年に至り、学校身体検査統計を整備し、原資料は「学校身体検査規程

（昭和１９年５月１７日文部省令第３３号）」に基づく身体検査の記録によるが、

統計の名称は学校衛生統計調査となり、統計法に基づく指定統計調査として再出

発した。 

昭和３３年に至り、学校保健法（昭和３３年法律第５６号）が制定され、従来

の学校における身体検査は、以後この法律に基づく健康診断として行われること

になった。 

これに応じて、統計の名称も昭和３５年から学校保健統計と改められた。 

また、調査対象の選定方法も、昭和５２年度から、都道府県の負担軽減のため、

従来の単純比例抽出から各都道府県ごとに同数を抽出する確率比例抽出となっ

た。 

平成７年度の調査から、すべての調査票への押印を廃止した。 

平成１１年度の調査から、学校教育法等の一部を改正する法律（平成１０年法

律第１０１号）による中等教育学校の創設に伴い、調査票の名称を改正した。 

平成１８年度の調査から、調査対象の選定方法が確率比例抽出から層化抽出と
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なった。 

【調査の構成】 １－発育状態調査票（幼稚園） ２－発育状態調査票（小学校） ３－

発育状態調査票（中学校及び中等教育学校の前期課程） ４－発育状態調

査票（高等学校及び中等教育学校の後期課程） ５－健康状態調査票（幼

稚園） ６－健康状態調査票（小学校） ７－健康状態調査票（中学校及

び中等教育学校の前期課程） ８－健康状態調査票（高等学校及び中等教

育学校の後期課程） 

【公 表】 インターネット、印刷物及び閲覧（速報：毎年１２月、報告書：毎年３月） 

※ 

【調査票名】 １－発育状態調査票（幼稚園） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国、公、私立の幼稚園 （抽出枠）

学校基本調査結果 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，６４５／１３，３９２ （配布）郵

送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎

年４月１日～６月３０日 （系統）文部科学省－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月１日～６月３０日 

【調査事項】 １．身長、２．体重、３．座高 

※ 

【調査票名】 ２－発育状態調査票（小学校） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国、公、私立の小学校 （抽出枠）

学校基本調査結果 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，８２０／２２，０００ （配布）郵

送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎

年４月１日～６月３０日 （系統）文部科学省－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月１日～６月３０日 

【調査事項】 １．身長、２．体重、３．座高 

※ 

【調査票名】 ３－発育状態調査票（中学校及び中等教育学校の前期課程） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国、公、私立の中学校、中等教育

学校の前期課程 （抽出枠）学校基本調査結果 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８８０／１０，８６３ （配布）郵

送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎

年４月１日～６月３０日 （系統）文部科学省－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月１日～６月３０日 

【調査事項】 １．身長、２．体重、３．座高 

※ 
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【調査票名】 ４－発育状態調査票（高等学校及び中等教育学校の後期課程） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国、公、私立の高等学校、中等教

育学校の後期課程 （抽出枠）学校基本調査結果 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，４１０／５，１６４ （配布）郵送・

オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年４

月１日～６月３０日 （系統）文部科学省－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月１日～６月３０日 

【調査事項】 １．身長、２．体重、３．座高 

※ 

【調査票名】 ５－健康状態調査票（幼稚園） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国、公、私立の幼稚園 （抽出枠）

学校基本調査結果 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，６４５／１３，３９２ （配布）郵

送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎

年４月１日～６月３０日 （系統）文部科学省－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月１日～６月３０日 

【調査事項】 １．栄養状態、２．脊柱・胸郭の疾病・異常の有無、３．視力、４．眼の

疾病・異常の有無、５．耳鼻咽頭疾患の有無、６．皮膚疾患の有無、７．歯・

口腔の疾病・異常の有無、８．心臓の疾病・異常の有無、９．尿、１０．寄

生虫卵の有無、１１．その他の疾病・異常の有無 

※ 

【調査票名】 ６－健康状態調査票（小学校） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国、公、私立の小学校 （抽出枠）

学校基本調査結果 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，８２０／２２，０００ （配布）郵

送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎

年４月１日～６月３０日 （系統）文部科学省－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月１日～６月３０日 

【調査事項】 １．栄養状態、２．脊柱・胸郭の疾病・異常の有無、３．視力、４．聴力、

５．眼の疾病・異常の有無、６．耳鼻咽頭疾患の有無、７．皮膚疾患の有無、

８．歯・口腔の疾病・異常の有無、９．結核の有無、１０．心臓の疾病・異

常の有無、１１．尿、１２．寄生虫卵の有無、１３．その他の疾病・異常の

有無及び結核に関する検診の結果、１４．相談員・スクールカウンセラーの

配置状況 

※ 

【調査票名】 ７－健康状態調査票（中学校及び中等教育学校の前期課程） 
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【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国、公、私立の中学校、中等教育

学校の前期課程 （抽出枠）学校基本調査結果 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８８０／１０，８６３ （配布）郵

送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎

年４月１日～６月３０日 （系統）文部科学省－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月１日～６月３０日 

【調査事項】 １．栄養状態、２．脊柱・胸郭の疾病・異常の有無、３．視力、４．聴力、

５．眼の疾病・異常の有無、６．耳鼻咽頭疾患の有無、７．皮膚疾患の有無、

８．歯・口腔の疾病・異常の有無、９．結核の有無、１０．心臓の疾病・異

常の有無、１１．尿、１２．その他の疾病・異常の有無及び結核に関する検

診の結果、１３．相談員・スクールカウンセラーの配置状況 

※ 

【調査票名】 ８－健康状態調査票（高等学校及び中等教育学校の後期課程） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国、公、私立の高等学校、中等教

育学校の後期課程 （抽出枠）学校基本調査結果 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，４１０／５，１６４ （配布）郵送・

オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年４

月１日～６月３０日 （系統）文部科学省－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月１日～６月３０日 

【調査事項】 １．栄養状態、２．脊柱・胸郭の疾病・異常の有無、３．視力、４．聴力、

５．眼の疾病・異常の有無、６．耳鼻咽頭疾患の有無、７．皮膚疾患の有無、

８．歯・口腔の疾病・異常の有無、９．結核の有無、１０．心臓の疾病・異

常の有無、１１．尿、１２．その他の疾病・異常の有無、１３．相談員・ス

クールカウンセラーの配置状況 
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○一般統計調査の承認 

【調査名】 適用実態調査（租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第

４条第１項に基づく適用実態調査）（平成２３年承認） 

【承認年月日】 平成２３年３月８日 

【実施機関】 財務省主税局税制第三課 

【目 的】 法人税関係特別措置について、措置ごとの適用法人数、適用総額等の適用の

実態を把握することを目的とする。 

【沿 革】 平成２３年から調査が開始された。 

【調査の構成】 １－適用額明細書 調査票 

【公 表】 国会報告（報告書を作成した会計年度に開会される国会の常会閉会まで） 

※ 

【調査票名】 １－適用額明細書 調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所及び企業 （属性）法人税申告書を提出す

る法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，７００，０００ （配布）法人税申告書と

ともに郵送にて配布 （取集）法人税申告書とともに郵送にて回収 （記入）

自計 （把握時）毎年４月１日～翌年３月３１日 （系統）国税庁－国税局

等・税務署－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）原則として毎年６月１日～翌年５月３１日 

【調査事項】 １．法人の名称、２．法人の納税地、３．法人の事業年度又は連結事業年

度の開始の日及び終了の日、４．法人の行う事業の属する業種、５．法人の

事業年度終了の時又は連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資

金の額、６．法人の事業年度又は連結事業年度の所得金額若しくは欠損金額

又は連結所得金額若しくは連結欠損金額、７．法人の事業年度又は連結事業

年度において適用を受ける法人税関係特別措置の租税特別措置法の条項、８．

法人の事業年度又は連結事業年度において適用を受ける法人税関係特別措

置の適用額  
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【調査名】 航空輸送統計調査（平成２３年承認） 

【承認年月日】 平成２３年３月８日 

【実施機関】 国土交通省総合政策局情報安全・調査課交通統計室 

【目 的】 我が国の航空運送事業及び航空機使用事業の実態を明らかにするとともに航

空行政の基礎資料を得ることを目的とする。 

【沿 革】 昭和３２年から調査が開始された。 

【調査の構成】 １－航空機稼働時間等調査票 ２－国内定期航空運送事業輸送実績調査

票 ３－国際航空運送事業輸送実績調査票 

【公 表】 インターネット及び印刷物（速報：調査実施月の翌々月末、年報：毎年６月

末） 

【備 考】 今回の変更は、国内定期航空運送事業輸送実績調査票に係る調査事項の一部

変更。 

※ 

【調査票名】 １－航空機稼働時間等調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業者 （属性）本邦航空運送事業者（航空法第

１００条に基づき国土交通大臣の許可を受けた者）及び航空機使用事業者

（航空法第１２３条に基づき国土交通大臣の許可を受けた者） （抽出枠）

航空法第１００条及び第１２３条に基づく許可事業者名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）８２ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月の実績 （系統）国土交通

省－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月末日 

【調査事項】 １．使用事業稼働時間、２．国内航空運送事業稼働時間、３．燃料消費量 

※ 

【調査票名】 ２－国内定期航空運送事業輸送実績調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業者 （属性）本邦航空運送事業者のうち国内

定期航空運送事業を行う者 （抽出枠）航空法第１００条に基づく許可事業

者名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２３ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月の実績 （系統）国土交通

省－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月末日 

【調査事項】 １．路線名、２．発空港名、３．着空港名、４．区間距離、５．運航回数、

６．運航時間、７．旅客数、８．座席数、９．貨物重量、１０．超過手荷物

重量、１１．郵便物重量、１２．利用可能重量 

※ 
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【調査票名】 ３－国際航空運送事業輸送実績調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業者 （属性）本邦航空運送事業者のうち国際

航空運送事業を行う者 （抽出枠）航空法第１００条に基づく許可事業者名

簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１１ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月の実績 （系統）国土交通

省－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月末日 

【調査事項】 １．方面、２．運航回数、３．運航キロメートル、４．運航時間、５．旅

客数、６．旅客人キロメートル、７．座席数、８．座席キロメートル、９．

座席利用率、１０．超過手荷物重量、１１．貨物重量、１２．郵便物重量、

１３．旅客トンキロメートル、１４．超過手荷物トンキロメートル、１５．

貨物トンキロメートル、１６．郵便物トンキロメートル、１７．計トンキロ

メートル、１８．利用可能トンキロメートル、１９．重量利用率 
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【調査名】 労使関係総合調査（平成２３年承認） 

【承認年月日】 平成２３年３月９日 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部賃金福祉統計課 

【目 的】 本調査は、労使関係を含めた労働組合組織の実態を総合的に把握し、労働行

政の基礎資料を得ることを目的としており、各調査（調査の構成については沿革

を参照）の具体的な内容は次のとおりである。 

労働組合基礎調査：労働組合を対象として、労働組合（員）数、加盟組織系統

等の状況を調査し、労働組合（員）の産業別、地域別、加盟上部組合別の分布等

労働組合組織の実態を把握。 

労働組合活動実態調査：労働組合を対象として、労働環境が変化する中での労

働組合活動の実態を把握。 

労働協約等実態調査：労働組合を対象として、労働環境が変化する中での労働

組合と使用者（又は使用者団体）の間で締結される労働協約等の締結状況、締結

内容及びその運用等の実態を把握。 

団体交渉と労働争議に関する実態調査：労働組合を対象として、労働環境が変

化する中での労働組合の団体交渉の実態、労働争議の手続等の状況を把握。 

労働組合実態調査：労働組合を対象として、労働組合の組織、組合役員、組合

財政及び組合活動の実態を把握。 

労使コミュニケーション調査：労使間の意思疎通を図るためにとられている方

法、その運用状況、事業所側の意識及び労働者の意識等の実態を把握。 

【沿 革】 本調査は、昭和２２年に実施された「労働組合調査」及び２３年から毎年実

施された「労働組合基本調査」を前身としており、５８年に、４７年及び５２年

に実施された「労使コミュニケーション調査」を統合し、以後、「労使関係総合

調査」として毎年実施されている。 

なお、本調査は、毎年実施される「労働組合基礎調査」と、５つのテーマを５

年周期で実施するローテーション調査（１．労働組合活動実態調査、２．労働協

約等実態調査、３．団体交渉と労働争議に関する実態調査、４．労働組合実態調

査、５．労使コミュニケーション調査）の２つの調査により構成されている。 

平成２３年度のローテーション調査は、労働協約等実態調査について実施され

ている。 

【調査の構成】 １－労働組合基礎調査票 ２－労働組合活動実態調査票 ３－労働協約

等実態調査票 ４－団体交渉と労働争議に関する実態調査票 ５－労働組

合実態調査票 ６－労使コミュニケーション調査票Ａ（事業所用） ７－

労使コミュニケーション調査票Ｂ（個人用） 

【公 表】 インターネット及び印刷物（労働組合基礎調査（概要：毎年１２月中旬、詳

細：毎年３月下旬）、労働組合活動実態調査（概要：平成２３年７月中旬、詳細：
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平成２３年１１月中旬）、労働協約等実態調査（概要：平成２４年６月、詳細：

平成２４年１１月）、団体交渉と労働争議に関する実態調査（概要：平成２０年

７月、詳細：平成２０年１１月）、労働組合実態調査（概要：平成２１年７月、

詳細：平成２１年１１月）、労使コミュニケーション調査（概要：平成２２年９

月、詳細：平成２３年１月）） 

【備 考】 今回の変更は、「労働協約等実態調査票」に係る調査事項の一部変更及び調査

方法等の変更。 

※ 

【調査票名】 １－労働組合基礎調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）労働組合 （属性）すべての産業の労働組合とす

る。（国家公務員法又は地方公務員法に規定する職員団体を含む。）ただし、

船員法（昭和２２年法律第１００号）第１条に規定する船員が主たる構成員

である労働組合については、船員単位労働組合基本調査の結果を利用する。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７０，０００ （配布）郵送・職員 （取集）

郵送・職員 （記入）自計 （把握時）毎年６月３０日現在 （系統）厚生

労働省－都道府県－労政主管事務所－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月１日～７月２０日 

【調査事項】 １．労働組合の種類、２．存廃等区分、３．新設又は解散等の理由、４．

適用法規、５．労働組合の正式名称及び代表者の氏名、６．労働組合事務所

の所在地、７．男女別労働組合員数、８．直上組合の名称及び所在地、９．

労働組合本部の名称及び所在地、１０．労働組合員が所属する事業所の主要

生産品名又は主要事業の内容、１１．企業の名称、１２．企業の全常用労働

者数、１３．加盟上部組合の組織系統、１４．構成組合の名称、所在地及び

労働組合員数（ただし、労働組合の種類によっては、一部の事項について調

査しない。） 

※ 

【調査票名】 ２－労働組合活動実態調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）労働組合 （属性）日本標準産業分類に掲げる次

の大分類に属する民営事業所における労働組合員１００人以上の単位労働

組合。「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・

熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，小売業」、「金

融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術サービス

業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業」、「教育，

学習支援業」、「医療，福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業（他に分類

されないもの）」 （抽出枠）平成２１年労使関係総合調査（労働組合基礎

調査）の結果 
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【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，６００／１４，０００ （配布）調

査員（労働組合員５００人未満の労働組合）、郵送（労働組合員５００人以

上の労働組合） （取集）調査員（労働組合員５００人未満の労働組合）、

郵送（労働組合員５００人以上の労働組合） （記入）自計 （把握時）平

成２２年６月３０日現在（一部の項目については、平成１９年７月１日～２

２年６月３０日までの３年間） （系統）厚生労働省－都道府県－労政主管

事務所－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２２年７月１日～７月２０日 

【調査事項】 １．労働組合の属性に関する事項（１）労働組合員の平均年齢、（２）ユ

ニオン・ショップ協定の有無、（３）別組合の有無、（４）労働組合の組織率、

２．企業組織の再編等と労働組合の対応に関する事項（１）過去３年間にお

ける企業組織の再編等の実施の有無、（２）組合の関与の有無及び関与の仕

方、（３）使用者側からの提示事項及び組合が重視した事項、（４）人員削減

の有無及び再就職支援の有無、３．賃金・退職給付（一時金・年金）制度の

改定と労働組合の対応に関する事項（過去３年間における賃金・退職給付制

度の改定の有無、改定における組合の関与の有無、関与の仕方及び改定内容）、

４．非正規労働者と労働組合の対応に関する事項（１）パートタイム労働者

の組合加入資格・組合員の有無と取組内容、（２）フルタイムの非正規労働

者の組合加入資格・組合員の有無と取組内容、（３）派遣労働者の組合加入

資格・組合員の有無と取組内容、（４）非正規労働者の組織化を進めていく

上での問題点、５．メンタルヘルスと労働組合の対応に関する事項（メンタ

ルヘルスの取組の有無と取組内容及び取組内容のうち組合が重視した事項）、

６．労使関係についての認識 

※ 

【調査票名】 ３－労働協約等実態調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）労働組合 （属性）日本標準産業分類に掲げる次

の大分類に属する民営事業所における労働組合員３０人以上の単位労働組

合。「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱

供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，小売業」、「金

融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術サービス

業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業」、「教育，

学習支援業」、「医療，福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業（他に分類

されないもの）」 （抽出枠）平成２２年労使関係総合調査（労働組合基礎

調査）の結果 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，１００／２７，６００ （配布）郵

送・職員 （取集）郵送・職員 （記入）自計 （把握時）平成２３年６月
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３０日現在 （系統）厚生労働省－都道府県－労政主管事務所－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２３年７月１日～７月２０日 

【調査事項】 １．労働組合の属性に関する事項（１）労働組合の結成年、（２）別組合

の有無、（３）労働組合の組織率、２．労働協約の締結状況、（１）労働協約

の締結の有無、（２）労働協約の締結レベル、（３）労働協約の周知方法、（４）

包括協約の有無、包括協約の有効期間、（５）包括協約の自動延長規定又は

自動更新規定の有無、（６）労働協約の事項別の規定の有無及び規定の種類、

（７）事業所におけるパートタイム労働者の有無、パートタイム労働者の組

合員の有無、（８）パートタイム労働者への労働協約の適用状況、適用され

る事項、（９）事業所における有期契約労働者（パートタイム労働者を除く。）

の有無、有期契約労働者（パートタイム労働者を除く。）の組合員の有無、（１

０）有期契約労働者（パートタイム労働者を除く。）への労働協約の適用状

況、適用される事項、３．労働協約等の運営状況（１）人事に関する事項別

の労働組合の関与状況、（２）組合活動の種類別の就業時間中の組合活動の

取扱い、（３）企業施設の使用目的別の集会時の企業施設利用状況、（４）組

合事務所の供与の有無、（５）組合費のチェック・オフの有無、４．労使関

係についての認識 

※ 

【調査票名】 ４－団体交渉と労働争議に関する実態調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）労働組合 （属性）「鉱業」、「建設業」、「製造業」、

「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業」、「卸売・小売業」、

「金融・保険業」、「不動産業」、「飲食店，宿泊業」、「医療，福祉」、「教育，

学習支援業」、「複合サービス事業」、「サービス業（他に分類されないもの）」

に属する民営事業所における労働組合員数規模３０人以上の労働組合 （抽

出枠）平成１８年労使関係総合調査（労働組合基礎調査）の結果 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，７００／２８，０００ （配布）調

査員・職員 （取集）調査員・職員 （記入）自計 （把握時）平成１９年

６月３０日現在 （系統）厚生労働省－都道府県－労政主管事務所－調査員

－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成１９年７月１日～７月２０日 

【調査事項】 １．労働組合の属性に関する事項、２．団体交渉に関する事項、３．労働

争議に関する事項、４．労使間の諸問題の解決手段に関する事項、５．労使

関係についての認識 

※ 

【調査票名】 ５－労働組合実態調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）労働組合 （属性）「鉱業」、「建設業」、「製造業」、
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「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業」、「卸売・小売業」、

「金融・保険業」、「不動産業」、「飲食店，宿泊業」、「医療，福祉」、「教育，

学習支援業」、「複合サービス事業」、「サービス業（他に分類されないもの）」

に属する民営事業所における労働組合員数規模３０人以上の労働組合 （抽

出枠）平成１９年労使関係総合調査（労働組合基礎調査）の結果 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，０００／２９，５００ （配布）調

査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年６月３０日現

在 （系統）厚生労働省－都道府県－労政主管事務所－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年７月１日～７月２２日 

【調査事項】 １．労働組合の属性に関する事項（１）労働組合の種類、（２）労働組合

の組織率、（３）別組合の有無、（４）ユニオン・ショップ協定の有無、２．

労働組合の組織状況に関する事項（１）労働者に加入資格を与えているか、

（２）加入資格を与えていない労働者についての取り組み状況、（３）組合

員数の変化、（４）増減理由、（５）組合活動の重点課題等、３．労働組合役

員等に関する事項（１）労働組合の執行委員、（２）専従者、（３）書記等、

４．組合財政に関する事項（１）毎月徴収する組合費の決め方、（２）３年

前と比べた財政事情等、５．労働組合活動に関する事項（１）過去１年間に

おける一般組合委員の組合活動への参加状況、（２）労働問題に対する取り

組み等、６．労使関係についての認識（使用者側との労使関係の維持につい

ての認識） 

※ 

【調査票名】 ６－労使コミュニケーション調査票Ａ（事業所用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）「鉱業，採石業，砂利採取業」、

「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運

輸業，郵便業」、「卸売業，小売業」、「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃

貸業」、「学術研究，専門・技術サービス業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生

活関連サービス業，娯楽業」、「教育，学習支援業」、「医療，福祉」、「複合サ

ービス事業」、「サービス業（他に分類されないもの）」に属する常用労働者

を３０人以上雇用する民営事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計

調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，５００／２７０，０００ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２１年６月３０日

現在 （系統）厚生労働省－都道府県－労政主管事務所－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２１年７月１日～７月２０日 

【調査事項】 １．事業所の属性に関する事項、２．労使コミュニケーション全般に関す

る事項（１）労使コミュニケーションの重要度、（２）労使コミュニケーシ
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ョンの現状の評価、（３）事業所が労使コミュニケーションを重視する内容、

（４）経営状況や経営計画・方針等を従業員に周知するための方法、（５）

労働条件の個別的決定の対象となる労働者割合の増減、３．労使協議機関に

関する事項（１）労使協議機関の有無、（２）労使協議機関の設置の根拠、（３）

下部組織としての専門委員会の有無及び取り扱う事項、（４）労使協議機関

の開催形態、（５）パートタイム労働者の従業員代表の有無、（６）労使協議

機関に付議する事項、（７）労使協議機関の成果、４．職場懇談会に関する

事項（１）職場懇談会の有無、（２）職場懇談会開催の有無、（３）職場懇談

会の話合い事項、（４）職場懇談会の成果、（５）パートタイム労働者の参加

の有無、５．苦情処理に関する事項（１）苦情処理機関の有無、（２）パー

トタイム労働者の利用資格の有無、（３）申し立てられた苦情の有無、苦情

内容及び解決状況、（４）派遣労働者の受け入れの有無、（５）派遣労働者か

らの苦情の有無、（６）派遣労働者から出された苦情の申し出先、６．外部

の機関等の利用に関する事項（１）外部の機関等の利用の有無、（２）今後

の外部の機関等の利用の有無及び利用しない理由 

※ 

【調査票名】 ７－労使コミュニケーション調査票Ｂ（個人用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建

設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，

郵便業」、「卸売業，小売業」、「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、

「学術研究，専門・技術サービス業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生活関

連サービス業，娯楽業」、「教育，学習支援業」、「医療，福祉」、「複合サービ

ス事業」、「サービス業（他に分類されないもの）」に属する常用労働者を３

０人以上雇用する民営事業所に雇用されている労働者 （抽出枠）平成１８

年事業所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，５００／２，４００，０００ （配

布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２１年６月３

０日現在 （系統）厚生労働省－都道府県－労政主幹事務所－調査員－報告

者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２１年７月１日～７月２０日 

【調査事項】 １．個人の属性に関する事項、２．労使コミュニケーション全般に関する

事項（１）労使コミュニケーションの良好度、（２）個人が労使コミュニケ

ーションを重視する内容、３．労働組合に関する意識（１）労働組合に加入

の有無、（２）労働組合の必要度、（３）労使コミュニケーションにおいて労

働組合に期待する役割、４．労使協議機関に関する事項（１）労使協議機関

の有無、（２）労使協議機関の協議内容等の認知方法、（３）労使協議機関の
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協議内容等の認知の程度、５．個人の処遇等に関する不平、不満の処理方法

（１）不平、不満の申し立ての有無、（２）不平、不満の内容、（３）不平、

不満の申し立て方法、（４）不平、不満の申し立ての結果、（５）外部機関等

への相談の有無及び機関等の種類、（６）不平、不満を申し立てなかった理

由  



- 18 - 
 

【調査名】 建設業活動実態調査（平成２３年承認） 

【承認年月日】 平成２３年３月９日 

【実施機関】 国土交通省総合政策局情報安全・調査課建設統計室 

【目 的】 大手建設業の活動は、多角化・国際化等しており、従来の統計では建設業の

多角的な活動の実態を把握できないため、大手建設業者について多角化等の活動

の実態調査を実施し、建設行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。 

【沿 革】 平成６年から調査が開始された。 

【調査の構成】 １－建設業活動実態調査票 

【公 表】 インターネット及び印刷物（毎年４月） 

【備 考】 今回の変更は、調査の実施期間を４か月繰下げ等。 

※ 

【調査票名】 １－建設業活動実態調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）建設業許可業者のうち資本金１億

円以上の法人企業 （抽出枠）建設工事施工統計調査名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５５／６，０３４ （配布）郵送・オンラ

イン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施前年

１０月１日現在 （系統）国土交通省－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年３月 

【調査事項】 １．人員の状況、２．多角化（建設工事とそれ以外の事業）の状況、３．

国際化の状況、４．技術開発等の状況、５．企業集団の状況  
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【調査名】 砕石等動態統計調査（平成２３年承認） 

【承認年月日】 平成２３年３月１４日 

【実施機関】 経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課 

【目 的】 砕石製造業を営む事業所について、砕石及び再生骨材の生産量及び需給の実

態を把握し、砕石の安定供給等に係る行政施策の基礎資料を得ることを目的とす

る。 

【沿 革】 本調査は、昭和５４年に開始され、平成１９年に再生骨材を調査事項に追加

したことに伴い、調査の名称が「砕石動態統計調査」から「砕石等動態統計調査」

に変更された。 

【調査の構成】 １－砕石等動態統計調査四半期報 調査票 

【公 表】 インターネット及び印刷物（インターネット：四半期報（毎期調査票提出月

の翌月）、年報（毎年４月）、報告書：四半期報（毎期調査票提出月の翌々月）、

年報（毎年５月）） 

【備 考】 今回の変更は、母集団情報の一部追加。 

※ 

【調査票名】 １－砕石等動態統計調査四半期報 調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）採石法第２条に定められた岩石

並びに鉱業法第３条に定められた鉱物のうち、石灰石、けい石及びドロマイ

トの砕石を行っている事業所 （抽出枠）採石法、鉱業法に基づく認可事業

所名簿、工業統計調査結果名簿及び社団法人日本砕石協会会員名簿等 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，５００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）毎年四半期末現在 （系統）経済産業省－民間事業者

－報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）原則各四半期の翌月１５日 

【調査事項】 １．砕石（用途・品種別）及び再生骨材（用途別）の生産、出荷及び月末

在庫、２．原石（種類別）・コンクリート塊等再生骨材原料の採取・受入、

３．電力及び燃料の消費量、４．労務状況（常用従業者、臨時従業者、請負

従業者の別）、５．設備公称能力（一次クラッシャー、砕砂製造プラント（乾

式、湿式）の別）、６．自家発電能力、７．砕石出荷内訳（道路用、コンク

リート用、その他用の別及び都道府県別）、８．再生骨材出荷内訳（道路用・

その他用、コンクリート用の別及び都道府県別）  
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【調査名】 社会保障・人口問題基本調査（平成２３年承認） 

【承認年月日】 平成２３年３月２４日 

【実施機関】 厚生労働省国立社会保障・人口問題研究所国際関係部 

【目 的】 本調査は、わが国の社会保障及び人口問題に関する事項について調査し、社

会保障及び人口問題に関する研究のための分析を行うとともに、厚生労働行政等

における各種の施策に資する基礎資料を提供することを目的としている。 

調査は、「人口移動調査」、「社会保障実態調査」、「全国家庭動向調査」、「世帯

動態調査」、「出生動向基本調査」の５つの調査（以下「５調査」という。）で構

成され、５年のローテーションで実施されている。 

このうち、平成 23 年に実施される「人口移動調査」は、わが国における人口

移動の動向・要因の分析と地域人口の将来推計の基礎データ収集を目的とし、厚

生労働行政等の施策に資するものとなっている。 

【沿 革】 本調査は、厚生労働省（国立社会保障・人口問題研究所）が、その所掌する

分野の分析を行うための調査として、従前、テーマローテーションで行っていた

５調査について、「社会保障・人口問題基本調査」という名称を冠し、それぞれ

の調査ごとに個別に統計報告調整法（昭和２７年法律第１４８号）に基づく統計

報告の徴集（承認統計調査）として、実施していたものである。 

平成２３年調査から、これらの５調査を、一つの調査名の下に位置付けるため

に設けられた新たな調査名（社会保障・人口問題基本調査）の下で調査の体系の

見直しを行った。 

本調査は、昭和１５年を初回とする「出産力調査」（現在の出生動向基本調査

の前身）から実施され、平成６年以降は「人口問題基本調査」（平成９年に現在

の「社会保障・人口問題基本調査」に名称変更）という共通の枠組の下で、５調

査が５年周期で毎年１つずつ実施されている。 

このうち、平成２３年に実施される「人口移動調査」は、昭和５１年に第１回

調査が実施され、昭和６１年に実施された第２回調査以降は５年周期で実施され、

今回は第７回調査となる。 

【調査の構成】 １－人口移動調査調査票 ２－社会保障実態調査（世帯票） ３－社会

保障実態調査（個人票） ４－全国家庭動向調査世帯調査票 ５－世帯動

態調査調査票 ６－出生動向基本調査夫婦票（結婚されている方への調査

票） ７－出生動向基本調査独身者票（独身の方への調査票） 

【公 表】 印刷物及びインターネット（人口移動調査：概要（平成２４年７月）、報告書

（平成２５年３月）、社会保障実態調査：報告書（平成２０年６月）、全国家庭動

向調査：報告書（平成２１年１１月）、世帯動態調査：報告書（平成２２年１０

月）、出生動向基本調査：夫婦調査（平成２３年６月）、独身者調査（平成２３年

９月）） 
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【備 考】 今回の変更は、沿革欄記載の変更のほか、「人口移動調査調査票」に係る調査

事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－人口移動調査調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）平成２３年国民生活基礎調査の調

査地区から抽出した３００地区内のすべての世帯及び世帯員 （抽出枠）平

成２３年国民生活基礎調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５，０００／４９，０００，０００ （配

布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２３年７月１

日現在 （系統）厚生労働省－都道府県－（保健所を設置する市・特別区）

－保健所－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２３年６月中旬～７月下旬 

【調査事項】 １．世帯及び世帯員の属性等、２．世帯主及び世帯員の居住歴、３．世帯

主及び世帯員の過去（５年前及び１年前）の居住地及び将来（５年後）の居

住地域（見通し）、４．世帯主・配偶者の離家経験、５．世帯主・配偶者の

別の世帯にいる親の居住地、６．世帯主の別の世帯にいる子の属性、出生地

及び現住地 

※ 

【調査票名】 ２－社会保障実態調査（世帯票） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）平成１９年国民生活基礎調査の調

査地区から抽出した３００地区内のすべての世帯 （抽出枠）平成１９年国

民生活基礎調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５，０００／４５，０００，０００ （配

布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）厚生労働省－都道府県－（保健所を設置する市・特別区）－保健所－調

査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成１９年６月２５日～７月２５日 

【調査事項】 １．世帯の属性（世帯全体の費用、世帯での貯蓄、生活保護の経験、生活

保護を受けた理由、医療機関での受診）、２．世帯員の構成 

※ 

【調査票名】 ３－社会保障実態調査（個人票） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）平成１９年国民生活基礎調査の調

査地区から抽出した３００地区内の世帯に属する２０歳～７０歳の男女 

（抽出枠）平成１９年国民生活基礎調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２８，０００ （配布）調査員 （取集）

調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省－都道
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府県－（保健所を設置する市・特別区）－保健所－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成１９年６月２５日～７月２５日 

【調査事項】 １．個人の属性（性、年齢、兄弟の有無）、２．就業状態、就業希望、３．

同居・別居の理由、過去の同別居、４．結婚の経験、子供の有無、学歴、年

間収入、５．両親への支援、子供の費用、６．生活水準 

※ 

【調査票名】 ４－全国家庭動向調査世帯調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）平成２０年国民生活基礎調査の調

査地区から抽出した３００地区内のすべての世帯 （抽出枠）平成２０年国

民生活基礎調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５，０００／４９，０００，０００ （配

布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年７月１

日現在 （系統）厚生労働省－都道府県－（保健所を設置する市・特別区）

－保健所－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年６月２５日～７月２５日 

【調査事項】 １．世帯の構成（世帯の人数、報告者からみた世帯員各自との続柄等）、

２．夫婦の人口学的・社会経済的属性（結婚年数、結婚の届出状況、夫との

同居等の状況、夫婦の生年月日・兄弟姉妹数・学歴・就業状況・通勤時間・

年収等）、３．両親、子どもに関する事項（子どもの人数・生年月日・性別、

子どもとの同居等の状況、子どもの配偶状況・就業状況・学歴、子どもとの

会話頻度・連絡手段、子どもへの経済的支援の状況、子どもからの経済的支

援の状況、親の生年月日・学歴・就業状況、親の生存状況、親との会話頻度・

連絡手段、親に対する手伝い・世話の状況、親への経済的支援の状況）、４．

出産・育児、扶養・介護に関する事項（第１子出産前後の就業状況、出産に

貢献した（貢献する）支援制度等、出産時の相談相手等、親を介護するよう

になる前後の就業状況、親の要介護度、親に対する介護の状況、介護に貢献

した（貢献する）支援制度等）、５．日常生活でのサポート資源に関する事

項（各種サービスや家電製品の利用状況）、６．夫の家事・育児に関する事

項（夫の家事・育児の時間と内容、家事・育児に関する夫への期待）、７．

夫婦関係に関する事項、（コミュニケーションの状況、夫婦間の主導権）、８．

子どもや家族に関する考え方（意識）に関する事項（家族の概念・要件、家

族の重要な機能）、９．資産の継承に関する事項（住居の所有状況、保有す

る不動産・金融資産、子どもへの不動産・金融資産の継承の意思・継承する

子） 

※ 

【調査票名】 ５－世帯動態調査調査票 
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【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）平成２１年国民生活基礎調査の調

査地区から抽出した３００地区内のすべての世帯 （抽出枠）平成２１年国

民生活基礎調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５，０００／４９，０００，０００ （配

布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２１年７月１

日現在 （系統）厚生労働省－都道府県・指定都市・中核市－保健所－調査

員－報告者、厚生労働省－都道府県－（保健所を設置する市・特別区）－保

健所－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２１年７月１日 

【調査事項】 １．現在及び５年前の世帯員数・住宅の種類、世帯員の性別・出生年月・

健康状態などの世帯の属性、２．未婚・有配偶・死別・離別の状況、結婚・

死別・離別の時期、就業状況、世帯主との同居の状況・理由、親との別居体

験・理由などのライフコースイベント、３．世帯員ごとの子供の有無・人数・

同居の状況など、子の基本属性と居住関係、４．世帯員ごとの親との同居状

況・別居の場合の地域等など、親の基本属性と居住関係に関すること 

※ 

【調査票名】 ６－出生動向基本調査夫婦票（結婚されている方への調査票） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）平成２２年国民生活基礎調査の調

査地区から抽出した８４０地区内に属する妻５０歳未満の夫婦 （抽出枠）

平成２２年国民生活基礎調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９，０００／１３，６６０，０００ （配

布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２２年６月１

日現在 （系統）厚生労働省－都道府県－（保健所を設置する市・特別区）

－保健所－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２２年６月３日～７月２９日 

【調査事項】 １．夫婦（及び両親）の人口学的・社会経済的属性（夫婦の出生年月、夫

婦の学歴、夫婦の職歴、夫婦の現在の仕事と収入、今後の仕事と収入の見通

し、両親の出生年、両親との同別居、夫婦の兄弟姉妹数）、２．夫婦の結婚

過程に関する事項（結婚年月（生活を始めた、届け出）、初再婚の別、夫婦

の出会い・婚約時期、同棲期間、夫婦の出会いのきっかけ、結婚を決めたき

っかけ）、３．夫婦の妊娠・出産・健康に関する事項（夫婦の子ども数、夫

婦の妊娠・出産歴、理想子ども数、追加予定子ども数、希望時期、予定子ど

も数、持つつもりの子ども数を実現できない原因、理想子ども数を持てない

理由、不妊の悩み、不妊治療経験、以前の結婚の子ども数と出生年月、再婚

経験者の初婚・離死別の時期）、４．妻の就業と出産・子育てに関する事項

（子どもを持ったときの妻の就労状況）、５．保育環境・保育資源に関する
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事項（育児期の両親との同別居・手助け状況、育児期の制度・施設の利用状

況・居住地）、６．妻の結婚・子ども・家族に関する意識（家族形成に関す

る考え方） 

※ 

【調査票名】 ７－出生動向基本調査独身者票（独身の方への調査票） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）平成２２年国民生活基礎調査の調

査地区から抽出した８４０地区内に属する１８歳～４９歳の独身男女 （抽

出枠）平成２２年国民生活基礎調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５，０００／２３，６００，０００ （配

布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２２年６月１

日現在 （系統）厚生労働省－都道府県－（保健所を設置する市・特別区）

－保健所－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２２年６月３日～７月２９日 

【調査事項】 １．独身者（及び両親）の人口学的・社会経済的属性（出生年月、性別、

学歴、本人・両親の仕事、現在の仕事と収入、今後の仕事と収入の見通し、

両親の出生年、両親との同別居、両親の学歴、兄弟姉妹数）、２．結婚への

意欲・態度及びその背景に関する事項（結婚の利点、独身の利点、結婚への

不安、結婚意欲、結婚の条件、結婚への障害、独身でいる理由）、３．異性

関係・パートナーシップに関する事項（結婚経験、初婚時期、離死別時期、

性交渉経験、同棲経験・期間、子ども数、希望子ども数、異性との交際状況・

希望、交際相手との出会い（時期・きっかけ・相手の状況）、４．ライフコ

ースに対する考え方（将来のライフコース）、５．結婚・子ども・家族に関

する意識（家族形成に関する考え方、生活スタイル）  



- 25 - 
 

【調査名】 介護事業実態調査（平成２３年承認） 

【承認年月日】 平成２３年３月２５日 

【実施機関】 厚生労働省老健局老人保健課 

【目 的】 本調査は、介護サービス施設・事業所における介護従事者の処遇状況、介護

サービス施設・事業所の収支の状況等を把握し、介護報酬改定のための基礎資料

を得ることを目的とする。 

【沿 革】 平成２２年に、「介護事業経営概況調査」（平成１３年から実施）と「介護従

事者処遇状況等調査」（平成２１年に一回限りで実施）が統合され、名称が「介

護事業実態調査」に変更された。平成２３年に、「介護事業経営実態調査」（平成

１４年から実施）が、介護事業実態調査に統合された。 

【調査の構成】 １－介護事業経営概況調査 調査票 ２－介護従事者処遇状況等調査 

介護老人福祉施設票 ３－介護従事者処遇状況等調査 介護老人保健施設

票 ４－介護従事者処遇状況等調査 介護療養型医療施設票 ５－介護従

事者処遇状況等調査 訪問介護事業所票 ６－介護従事者処遇状況等調査 

通所介護事業所票 ７－介護従事者処遇状況等調査 認知症対応型共同介

護事業所票 ８－介護従事者処遇状況等調査 居宅介護支援事業所票 ９

－介護事業経営実態調査 介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施

設調査票 １０－介護事業経営実態調査 介護老人保健施設調査票 １１

－介護事業経営実態調査 介護療養型医療施設（病院・診療所）調査票 １

２－介護事業経営実態調査 居宅サービス・地域密着型サービス事業所調

査票（介護予防含む）（福祉関係） １３－介護事業経営実態調査 居宅サ

ービス・地域密着型サービス事業所調査票（介護予防含む）（医療関係） 

【公 表】 インターネット及び印刷物（介護事業経営概況調査、介護従事者処遇状況等

調査：（概況：平成２２年１２月、詳細：平成２３年４月）、介護事業経営実態調

査：（概況：平成２３年１０月、詳細：平成２４年３月）） 

【備 考】 今回の変更は、介護事業経営実態調査（介護老人福祉施設・地域密着型介護

老人福祉施設調査票、介護老人保健施設調査票、介護療養型医療施設（病院・診

療所）調査票、居宅サービス・地域密着型サービス事業所調査票（介護予防含む）

（福祉関係）、居宅サービス・地域密着型サービス事業所調査票（介護予防含む）

（医療関係））の追加であり、追加に当たっては、同調査に関し、報告者数の増

加、調査事項の一部変更等を行った。 

※ 

【調査票名】 １－介護事業経営概況調査 調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）施設及び事業所 （属性）介護老人福祉施設、介

護老人保健施設、介護療養型医療施設、訪問介護事業所、訪問入浴介護事業

所、訪問看護ステーション、訪問リハビリテーション事業所、通所介護事業
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所、通所リハビリテーション事業所、短期入所生活介護事業所、特定施設入

居者生活介護事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所、夜間対応

型訪問介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、認知症対応型共同生活介

護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活

介護事業所、地域密着型介護老人福祉施設 （抽出枠）介護サービス施設・

事業所の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，０７０／１４２，７７６ （配布）

郵送 （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２１年９

月末日現在（項目によっては、平成２１年度１年間の実績等） （系統）厚

生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年７月１日～７月３１日 

【調査事項】 １．収入の状況、２．支出の状況、３．資産・負債の状況 等 

※ 

【調査票名】 ２－介護従事者処遇状況等調査 介護老人福祉施設票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）施設 （属性）介護老人福祉施設 （抽出枠）介

護サービス施設の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５３７／６，１４６ （配布）郵送 

（取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年６月末日

現在（項目によっては、平成２２年６月１か月間の実績等） （系統）厚生

労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年７月１日～７月３１日 

【調査事項】 １．給与等の引き上げ状況、２．介護従事者の処遇状況、３．個別の従事

者の勤務形態、４．労働時間、５．資格の取得状況、６．基本給額 等 

※ 

【調査票名】 ３－介護従事者処遇状況等調査 介護老人保健施設票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）施設 （属性）介護老人保健施設 （抽出枠）介

護サービス施設の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９０７／３，６２８ （配布）郵送 （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年６月末日現在

（項目によっては、平成２２年６月１か月間の実績等） （系統）厚生労働

省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年７月１日～７月３１日 

【調査事項】 １．給与等の引き上げ状況、２．介護従事者の処遇状況、３．個別の従事

者の勤務形態、４．労働時間、５．資格の取得状況、６．基本給額 等 

※ 

【調査票名】 ４－介護従事者処遇状況等調査 介護療養型医療施設票 
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【調査対象】 （地域）全国 （単位）施設 （属性）介護療養型医療施設 （抽出枠）

介護サービス施設の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５２７／２，１０８ （配布）郵送 （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年６月末日現在

（項目によっては、平成２２年６月１か月間の実績等） （系統）厚生労働

省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年７月１日～７月３１日 

【調査事項】 １．給与等の引き上げ状況、２．介護従事者の処遇状況、３．個別の従事

者の勤務形態、４．労働時間、５．資格の取得状況、６．基本給額 等 

※ 

【調査票名】 ５－介護従事者処遇状況等調査 訪問介護事業所票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）訪問介護事業所 （抽出枠）介

護サービス事業所の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２６９／２５，３７８ （配布）郵

送 （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年６月

末日現在（項目によっては、平成２２年６月１か月間の実績等） （系統）

厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年７月１日～７月３１日 

【調査事項】 １．給与等の引き上げ状況、２．介護従事者の処遇状況、３．個別の従事

者の勤務形態、４．労働時間、５．資格の取得状況、６．基本給額 等 

※ 

【調査票名】 ６－介護従事者処遇状況等調査 通所介護事業所票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）通所介護事業所 （抽出枠）介

護サービス事業所の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２２０／２４，３９２ （配布）郵

送 （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年６月

末日現在（項目によっては、平成２２年６月１か月間の実績等） （系統）

厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年７月１日～７月３１日 

【調査事項】 １．給与等の引き上げ状況、２．介護従事者の処遇状況、３．個別の従事

者の勤務形態、４．労働時間、５．資格の取得状況、６．基本給額 等 

※ 

【調査票名】 ７－介護従事者処遇状況等調査 認知症対応型共同介護事業所票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）認知症対応型共同介護事業所 （抽

出枠）介護サービス事業所の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９８９／９，８８６ （配布）郵送 （取
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集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年６月末日現在

（項目によっては、平成２２年６月１か月間の実績等） （系統）厚生労働

省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年７月１日～７月３１日 

【調査事項】 １．給与等の引き上げ状況、２．介護従事者の処遇状況、３．個別の従事

者の勤務形態、４．労働時間、５．資格の取得状況、６．基本給額 等 

※ 

【調査票名】 ８－介護従事者処遇状況等調査 居宅介護支援事業所票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）居宅介護支援事業所 （抽出枠）

介護サービス事業所の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５５２／３１，０３７ （配布）郵

送 （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年６月

末日現在（項目によっては、平成２２年６月１か月間の実績等） （系統）

厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年７月１日～７月３１日 

【調査事項】 １．給与等の引き上げ状況、２．介護従事者の処遇状況、３．個別の従事

者の勤務形態、４．労働時間、５．資格の取得状況、６．基本給額 等 

※ 

【調査票名】 ９－介護事業経営実態調査 介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉

施設調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）施設及び事業所 （属性）介護老人福祉施設、地

域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護事業所 （抽出枠）介護サービス

施設・事業所調査結果、介護給付費実態調査結果 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，９２３／６，５８６ （配布）郵送 

（取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２３年３月末日

現在（項目によっては、平成２３年３月１か月間の実績等） （系統）厚生

労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２３年４月１日～４月３０日 

【調査事項】 １．サービス提供の状況、２．居室・設備等の状況、３．職員配置、４．

職員給与、５．収入の状況、支出の状況 等 

※ 

【調査票名】 １０－介護事業経営実態調査 介護老人保健施設調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）施設 （属性）介護老人保健施設 （抽出枠）介

護サービス施設・事業所調査結果、介護給付費実態調査結果 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９２９／３，７１７ （配布）郵送 （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２３年３月末日現在
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（項目によっては、平成２３年３月１か月間の実績等） （系統）厚生労働

省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２３年４月１日～４月３０日 

【調査事項】 １．サービス提供の状況、２．居室・設備等の状況、３．職員配置、４．

職員給与、５．収入の状況、支出の状況 等 

※ 

【調査票名】 １１－介護事業経営実態調査 介護療養型医療施設（病院・診療所）調査

票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）施設 （属性）介護療養型医療施設 （抽出枠）

介護サービス施設・事業所調査結果、介護給付費実態調査結果 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９７７／１，９５３ （配布）郵送 （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２３年３月末日現在

（項目によっては、平成２３年３月１か月間の実績等） （系統）厚生労働

省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２３年４月１日～４月３０日 

【調査事項】 １．サービス提供の状況、２．居室・設備等の状況、３．職員配置、４．

職員給与、５．収入の状況、支出の状況 等 

※ 

【調査票名】 １２－介護事業経営実態調査 居宅サービス・地域密着型サービス事業所

調査票（介護予防含む）（福祉関係） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）訪問介護事業所、訪問入浴介護

事業所、通所介護事業所、短期入所生活介護事業所、特定施設入居者生活介

護事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所、夜間対応型訪問介護

事業所、認知症対応型通所介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、

小規模多機能型居宅介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 

（抽出枠）介護サービス施設・事業所調査結果、介護給付費実態調査結果 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２２，７０９／１０８，９０４ （配布）

郵送 （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２３年３

月末日現在（項目によっては、平成２３年３月１か月間の実績等） （系統）

厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２３年４月１日～４月３０日 

【調査事項】 １．サービス提供の状況、２．居室・設備等の状況、３．職員配置、４．

職員給与、５．収入の状況、支出の状況 等 

※ 

【調査票名】 １３－介護事業経営実態調査 居宅サービス・地域密着型サービス事業所

調査票（介護予防含む）（医療関係） 
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【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）訪問介護事業所、訪問看護ステ

ーション、訪問リハビリテーション事業所、通所介護事業所、療養通所介護

事業所、通所リハビリテーション事業所、短期入所療養介護事業所、居宅介

護支援事業所、認知症対応型通所介護事業所、認知症対応型共同生活介護事

業所、小規模多機能型居宅介護事業所 （抽出枠）介護サービス施設・事業

所調査結果、介護給付費実態調査結果 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，３４９／３１，５３２ （配布）郵

送 （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２３年３月

末日現在（項目によっては、平成２３年３月１か月間の実績等） （系統）

厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２３年４月１日～４月３０日 

【調査事項】 １．サービス提供の状況、２．居室・設備等の状況、３．職員配置、４．

職員給与、５．収入の状況、支出の状況 等  
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【調査名】 海外現地法人四半期調査（平成２３年承認） 

【承認年月日】 平成２３年３月２５日 

【実施機関】 経済産業省経済産業政策局調査統計部企業統計室 

【目 的】 我が国企業の海外事業活動を動態的に把握し、機動的な産業政策及び通商政

策立案に資するための基礎資料を得ることを目的とする。 

【沿 革】 本調査は、平成９年（４～６月）から開始された。 

平成１３年に「産業経済動向調査」と統合され、平成１５年に本社企業調査票

を廃止し、調査の名称が「海外現地法人四半期調査」に変更された。 

また、平成２３年（４～６月）から調査方法について、従前の郵送調査にオン

ライン調査が追加された。 

【調査の構成】 １－海外現地法人四半期調査票 

【公 表】 インターネット（提出期限の翌月下旬頃） 

【備 考】 今回の変更は、沿革欄記載の変更。 

※ 

【調査票名】 １－海外現地法人四半期調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）海外に現地法人（１．製造企業、

２．従業者５０人以上、３．本社企業の出資比率（直接及び間接）が５０％

以上）を有する我が国企業のうち、資本金１億円以上かつ従業者５０人以上

の企業（金融・保険業及び不動産業を除く。） （抽出枠）海外事業活動基

本調査名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，１００ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）各四半期の最終月末日 （系

統）配布：経済産業省－民間事業者－報告者 回収：報告者－経済産業省 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）調査四半期の最終月の翌々月の中旬 

【調査事項】 １．海外現地法人企業の売上高、２．有形固定資産（土地を除く。）の取

得額、３．従業者数の実績値及びそれぞれの見通し  
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【調査名】 主要建設資材需給・価格動向調査（平成２３年承認） 

【承認年月日】 平成２３年３月２９日 

【実施機関】 国土交通省総合政策局建設市場整備課 

【目 的】 建設工事に必要な主要建設資材の需給及び価格等の変動状況を的確かつ早期

に把握し、建設資材の需給並びに価格の安定化対策を図る基礎資料とする。 

【沿 革】 昭和５０年６月から調査が開始された。 

【調査の構成】 １－主要建設資材需給・価格動向調査票 

【公 表】 インターネット及び印刷物（調査実施月の月末） 

※ 

【調査票名】 １－主要建設資材需給・価格動向調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）供給業者：主要建設資材の生産

者、商社、問屋、特約店、販売店等の事業所 需要業者：建設業法上の許可

を受けた事業所 （抽出枠）供給業者：建設資材の販売に関連する組合、協

会などの会員名簿 需要業者：建設業許可業者名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８００／５５０，０００ （配布）

郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）

毎月１日～５日現在 （系統）郵送：国土交通省－北海道開発局・地方整備

局・内閣府沖縄総合事務局－報告者 オンライン：国土交通省－民間事業者

－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査実施月の１０日 

【調査事項】 １．調査対象資材（１）セメント、（２）生コンクリート、（３）骨材（砂、

砂利、砕石、再生砕石）、（４）アスファルト合材（新材、再生）、（５）鋼材

（異形棒鋼、Ｈ形鋼）、（６）木材（杉正角・特１等、型枠用合板）、（７）石

油（軽油１、２号）の価格動向（現在及び将来（３か月先））、２．調査対象

資材（１）セメント、（２）生コンクリート、（３）骨材（砂、砂利、砕石、

再生砕石）、（４）アスファルト合材（新材、再生）、（５）鋼材（異形棒鋼、

Ｈ形鋼）、（６）木材（杉正角・特１等、型枠用合板）、（７）石油（軽油１、

２号）の需給動向（現在及び将来（３か月先））、３．調査対象資材（１）骨

材（砂、砂利、砕石、再生砕石）、（２）鋼材（異形棒鋼、Ｈ形鋼）、（３）木

材（杉正角・特１等、型枠用合板）の在庫状況（現在）  
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【調査名】 国際比較プログラムに関する小売物価調査（平成２３年承認） 

【承認年月日】 平成２３年３月３０日 

【実施機関】 総務省統計局統計調査部消費統計課物価統計室 

【目 的】 本調査は、国際比較に必要な商品の小売価格及びサービス料金を調査し、Ｏ

ＥＣＤが主宰する「国際比較プログラム」（ＩＣＰ）に対して、各国通貨の購買

力平価による国内総生産（ＧＤＰ）の実質比較を行うための基礎資料を提供する

ことを目的とする。 

【沿 革】 国際比較プログラムは、国連統計委員会の勧告に基づき、国連統計部により

１９６９年に開始された。 

我が国は、第３期事業（１９７５年対象）以降これに参加し、関係各府省の協

力の下に、調査対象品目の価格データ、支出ウェイトのデータの提供を行ってい

る。 

第４期事業（１９８０年対象）からは、参加国数の増加等の理由から参加国を

いくつかの地域・グループに分けそれぞれの地域等で比較事業を行い、国連統計

部（１９８５年からは世界銀行）が地域等の比較結果を連結し、世界比較結果を

まとめる方式がとられている。 

第６期事業（１９９３年対象）終了後、事業実施のための資金の不足等から事

業が停滞していたが、事業実施体制等の再構築が行われ、世界銀行主導で世界１

５３か国を比較対象としたＩＣＰ事業（２００５年を基準年とする２００３～２

００６年ラウンド）が再開され、我が国もこれに参加することとなった。 

また、我が国は、ＯＥＣＤと欧州連合統計局（Ｅｕｒｏｓｔａｔ）が共同主宰

する「購買力平価（ＰＰＰ）算出プログラム事業」にも参加している。 

購買力平価（ＰＰＰ）算出プログラム事業は、世界比較事業とは独立して３年

周期で実施されており、現在２０１１年ラウンド（２００９～２０１１年）の調

査を実施中である。 

【調査の構成】 １－国際比較プログラムに関する小売物価調査（ＯＥＣＤ２０１１年ラ

ウンド「輸送・レストラン・ホテル等」調査） 調査票 

【公 表】 インターネット（ＯＥＣＤが定める期日（平成２５年末）） 

【備 考】 今回の変更は、ＯＥＣＤの指定に基づく調査対象の範囲、調査事項及び調査

の実施期間等の変更。 

※ 

【調査票名】 １－国際比較プログラムに関する小売物価調査（ＯＥＣＤ２０１１年ラウ

ンド「輸送・レストラン・ホテル等」調査） 調査票 

【調査対象】 （地域）東京都区部 （単位）事業所 （属性）東京都区部の小売業、宿

泊業及び飲食店を行っている事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統

計調査結果名簿 
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【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１００／７，３２５ （配布）職員 （取

集）職員 （記入）他計 （把握時）調査実施日現在 （系統）総務省－報

告者 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２３年４月１１日～５月１３日 

【調査事項】 ＯＥＣＤから価格データ提供の依頼があった「輸送・レストラン・ホテル

等」に係る品目・銘柄の小売価格及びサービス料金  
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【調査名】 水質汚濁物質排出量総合調査（平成２３年承認） 

【承認年月日】 平成２３年３月３１日 

【実施機関】 環境省水・大気環境局水環境課 

【目 的】 水質汚濁を効果的に防止するためには、各種発生源からの汚濁物質の排出を

抑制することが必要であるが、合理的かつ効果的な排出規制等を行うには、汚濁

物質の全国的な排出源と排出量を把握しなければならない。 

このため、本調査は、水質汚濁防止法の規制対象事業場における水質汚濁物質

の排出量等の動向を把握して、排水基準の設定及び見直しに役立てるための基本

的かつ重要な統計資料とすることを目的とする。 

【沿 革】 本調査は、昭和５２年度からおおむね毎年、平成２１年度から２年周期で実

施されてきたものである。 

本調査の対象となる工場・事業場の中には、水質汚濁防止法に拠らず、鉱山保

安法による排水規制の適用を受ける特定施設（鉱山）を設置する事業場も含んで

いることから、当初は、環境省（平成１３年１月の中央省庁の再編までは環境庁）

と鉱山保安法を所管する経済産業省（平成１３年１月の中央省庁の再編までは通

商産業省）の共管調査として行われてきたが、本調査に対する理解・協力の定着

等を踏まえ、平成２１年度からは、環境省単独の調査となっている。 

【調査の構成】 １－水質汚濁物質排出量総合調査票 

【公 表】 インターネット及び印刷物（調査実施翌年の３月） 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の一部変更等。 

※ 

【調査票名】 １－水質汚濁物質排出量総合調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）水質汚濁防止法に定める特定施

設（指定地域特定施設、湖沼水質保全特別措置法及び瀬戸内海環境保全特別

措置法に定めるみなし指定地域特定施設を含む。）を設置する工場・事業場

（約２７０，０００特定事業場）のうち、１日当たりの平均的な排出水の量

が５０ｍ３以上又は有害物質を使用する工場・事業場（ただし、下水道に全

量排水する工場・事業場は除く。） （抽出枠）水質汚濁物質法に基づく特

定施設届出台帳 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３６，３６１ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年の前年度１年

間 （系統）環境省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２３年１０月１日～１０月３１日 

【調査事項】 １．工場・事業場の概要（１）フェイス事項（工場・事業場名、所在地な

ど）、（２）産業分類、（３）事業場の稼動状況、（４）工場・事業場の規模（延

床面積、従業員数等、出荷額等、飼育頭数（畜舎のある事業場のみ）、２．
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用排水量及び排水処理方法（１）用水量、（２）総排水量、（３）処理水量、

（４）未処理水量、（５）排水処理方法、３．生活環境項目に係る排水濃度

等（１）水素イオン濃度やＢＯＤ、ＣＯＤなどの項目別排水濃度、（２）測

定回数、４．有害物質使用・製造の有無及び排水濃度等（１）有害物質ごと

の使用の有無、（２）製造の有無、（３）排出方法、（４）排水濃度、（５）測

定回収  
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【調査名】 職種別民間給与実態調査（平成２３年承認） 

【承認年月日】 平成２３年３月３１日 

【実施機関】 人事院事務総局給与局給与第一課 

【目 的】 適正な公務員給与の検討を行うための基礎資料として、公務と共通する職務

に従事する民間事業所の従業員に係る給与の実態を把握することを目的とする。 

【沿 革】 昭和２３年７月に第１回が行われ、毎年１回（昭和２５年のみ２回）実施さ

れている。 

昭和３９年までは事業所規模５０人以上を調査対象としていたが、経済成長に

よる民間企業の規模構成の変化等に応じ、昭和４０年以降は、事業所規模５０人

以上かつ企業規模１００人以上を対象に調査している。 

その後、平成１８年以降は企業規模を従業員５０人以上に引き下げて調査を実

施している。 

なお、本調査は、旧統計法下では「届出統計調査」として扱われてきたが、統

計法の全部改正により、一般統計調査として扱われることになった。 

【調査の構成】 １－初任給調査票 ２－事業所票（１） ３－事業所票（２） ４－個

人票 

【公 表】 インターネット及び印刷物（概要：毎年８月、詳細：毎年１０月） 

【備 考】 今回の変更は、事業所票（２）に係る調査事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－初任給調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）毎年４月分の最終給与締切日現

在において、次の１及び２に掲げる条件をいずれも満たす事業所。１．企業

規模が従業員５０人以上であり、かつ、事業所規模が従業員５０人以上の事

業所。ただし、次の経営形態のものを除く。（１）政府機関及びその関係機

関、（２）地方公共団体及びその関係機関、（３）大使館・領事館及び国際連

合等の関係機関、（４）企業組合等、２．日本標準産業分類の次の大分類に

該当するもの。「漁業」、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、

「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売

業，小売業」、「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専

門・技術サービス業（中分類の「学術・開発研究機関」及び「広告業」に分

類されるもの。）」、「生活関連サービス業，娯楽業（中分類の「その他の生活

関連サービス業」に分類されるもの。）」、「教育，学習支援業（中分類の「学

校教育」に分類されるもの。）」、「医療、福祉（中分類の「医療業」及び「社

会保険・社会福祉・介護事業」に分類されるもの。）」、「サービス業（他に分

類されないもの）（中分類の「政治・経済・文化団体」に分類されるもの。）」 

（抽出枠）職種別民間給与実態調査対象事業所管理名簿 
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【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１１，０００／４９，５００ （配布）

職員 （取集）職員 （記入）他計 （把握時）調査実施年４月分の最終給

与締切日現在（給与・賞与・手当については、４月そ及改定を含む。） （系

統）人事院－人事院地方事務局（所）及び都道府県・市・特別区人事委員会

－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年５月１日～６月中旬 

【調査事項】 １．本年の採用状況、２．職種別・学歴別の採用者数及び初任給月額 

※ 

【調査票名】 ２－事業所票（１） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）毎年４月分の最終給与締切日現

在において、次の１及び２に掲げる条件をいずれも満たす事業所。１．企業

規模が従業員５０人以上であり、かつ、事業所規模が従業員５０人以上の事

業所。ただし、次の経営形態のものを除く。（１）政府機関及びその関係機

関、（２）地方公共団体及びその関係機関、（３）大使館・領事館及び国際連

合等の関係機関、（４）企業組合等、２．日本標準産業分類の次の大分類に

該当するもの。「漁業」、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、

「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売

業，小売業」、「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専

門・技術サービス業（中分類の「学術・開発研究機関」及び「広告業」に分

類されるもの。）」、「生活関連サービス業，娯楽業（中分類の「その他の生活

関連サービス業」に分類されるもの。）」、「教育，学習支援業（中分類の「学

校教育」に分類されるもの。）」、「医療、福祉（中分類の「医療業」及び「社

会保険・社会福祉・介護事業」に分類されるもの。）」、「サービス業（他に分

類されないもの）（中分類の「政治・経済・文化団体」に分類されるもの。）」 

（抽出枠）職種別民間給与実態調査対象事業所管理名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１１，０００／４９，５００ （配布）

職員 （取集）職員 （記入）他計 （把握時）調査実施年４月分の最終給

与締切日現在（給与・賞与・手当については、４月そ及改定を含む。） （系

統）人事院－人事院地方事務局（所）及び都道府県・市・特別区人事委員会

－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年５月１日～６月中旬 

【調査事項】 １．事業所名、２．賞与及び臨時給与の支給従業員数及び支給総額（調査

の前年８月から調査実施年の７月までの状況）、３．「２」の該当月及び調査

実施年４月の決まって支給する給与の支給従業員数及び支給総額 

※ 

【調査票名】 ３－事業所票（２） 
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【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）毎年４月分の最終給与締切日現

在において、次の１及び２に掲げる条件をいずれも満たす事業所。１．企業

規模が従業員５０人以上であり、かつ、事業所規模が従業員５０人以上の事

業所。ただし、次の経営形態のものを除く。（１）政府機関及びその関係機

関、（２）地方公共団体及びその関係機関、（３）大使館・領事館及び国際連

合等の関係機関、（４）企業組合等、２．日本標準産業分類の次の大分類に

該当するもの。「漁業」、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、

「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売

業，小売業」、「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専

門・技術サービス業（中分類の「学術・開発研究機関」及び「広告業」に分

類されるもの。）」、「生活関連サービス業，娯楽業（中分類の「その他の生活

関連サービス業」に分類されるもの。）」、「教育，学習支援業（中分類の「学

校教育」に分類されるもの。）」、「医療、福祉（中分類の「医療業」及び「社

会保険・社会福祉・介護事業」に分類されるもの。）」、「サービス業（他に分

類されないもの）（中分類の「政治・経済・文化団体」に分類されるもの。）」 

（抽出枠）職種別民間給与実態調査対象事業所管理名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１１，１００／４９，５００ （配布）

職員 （取集）職員 （記入）他計 （把握時）調査実施年４月分の最終給

与締切日現在（給与・賞与・手当については、４月そ及改定を含む。） （系

統）人事院－人事院地方事務局（所）及び都道府県・市・特別区人事委員会

－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年５月１日～６月中旬 

【調査事項】 １．本年の給与改定等の状況、２．賞与の支給状況、３．家族手当の支給

状況、４．住宅手当の支給状況、５．通勤手当の支給状況、６．時間外労働

の割増賃金率の状況、７．高齢者雇用施策の状況、８．雇用調整の状況、９．

標準的従業員のモデル賃金の状況 

※ 

【調査票名】 ４－個人票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）毎年４月分の最終給与締切日現

在において、次の１及び２に掲げる条件をいずれも満たす事業所。１．企業

規模が従業員５０人以上であり、かつ、事業所規模が従業員５０人以上の事

業所。ただし、次の経営形態のものを除く。（１）政府機関及びその関係機

関、（２）地方公共団体及びその関係機関、（３）大使館・領事館及び国際連

合等の関係機関、（４）企業組合等、２．日本標準産業分類の次の大分類に

該当するもの。「漁業」、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、

「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売
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業，小売業」、「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専

門・技術サービス業（中分類の「学術・開発研究機関」及び「広告業」に分

類されるもの。）」、「生活関連サービス業，娯楽業（中分類の「その他の生活

関連サービス業」に分類されるもの。）」、「教育，学習支援業（中分類の「学

校教育」に分類されるもの。）」、「医療、福祉（中分類の「医療業」及び「社

会保険・社会福祉・介護事業」に分類されるもの。）」、「サービス業（他に分

類されないもの）（中分類の「政治・経済・文化団体」に分類されるもの。）」 

（抽出枠）職種別民間給与実態調査対象事業所管理名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１１，０００／４９，５００ （配布）

職員 （取集）職員 （記入）他計 （把握時）調査実施年４月分の最終給

与締切日現在（給与・賞与・手当については、４月そ及改定を含む。） （系

統）人事院－人事院地方事務局（所）及び都道府県・市・特別区人事委員会

－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年５月１日～６月中旬 

【調査事項】 個々の従業員（当項目に限り、定年退職し、新たな雇用契約により同一企

業に勤務する者を含む。）に係る以下の事項。１．年齢、学歴、性、２．決

まって支給する給与総額、３．時間外手当額、４．通勤手当額 
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【調査名】 民間企業における役員報酬（給与）等調査（平成２３年承認） 

【承認年月日】 平成２３年３月３１日 

【実施機関】 人事院事務総局給与局給与第一課、人事院事務総局給与局給与第二課 

【目 的】 国家公務員指定職俸給表の適用を受ける職員の給与を総合的に検討するため

の資料を得ること及び役員退職慰労金の支払い状況を把握することを目的とす

る。 

【沿 革】 本調査は、昭和３５年から開始された。 

なお、本調査は、旧統計法下では「届出統計調査」として扱われてきたが、統

計法の全部改正により、一般統計調査として扱われることになった。 

【調査の構成】 １－調査票１（役員報酬（給与）調査） ２－調査票２（役員の退職慰

労金調査） 

【公 表】 非公表（ただし、全産業、企業規模別の社長を補佐する者の年収総額は公表。

インターネット及び印刷物（毎年８月）） 

【備 考】 今回の変更は、調査票１（役員報酬（給与）調査）についての報告者数の増

加、調査事項の変更及び調査結果の一部公表化（調査票２（役員の退職慰労金調

査）については、２年周期のため、今回は実施されない。）。 

なお、調査票１（役員報酬（給与）調査）については、委員会設置会社用のＢ

票とそれ以外の会社用のＡ票が用いられている。 

※ 

【調査票名】 １－調査票１（役員報酬（給与）調査） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）企業規模５００人以上の企業の本

社であって、日本標準産業分類の次の大分類に該当するもの。（医療法人・

学校法人等を除く。）「漁業」、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製

造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、

「卸売業，小売業」、「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研

究，専門・技術サービス業（中分類の「学術・開発研究機関」及び「広告業」

に分類されるもの。）」、「生活関連サービス業（中分類の「その他の生活関連

サービス業」に分類されるもの。）」、「教育，学習支援業（中分類の「学校教

育」に分類されるもの。）」、「医療、福祉（中分類の「医療業」及び「社会保

険・社会福祉・介護事業」に分類されるもの。）」 （抽出枠）職種別民間給

与実態調査で作成している母集団名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，２００／３，５００ （配布）郵送・

職員 （取集）郵送・職員 （記入）自計 （把握時）調査実施年の前年１

年間 （系統）人事院－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年５月上旬～６月末日 

【調査事項】 １．企業の名称、常勤従業員数、役員等の状況、産業大分類及び所在地域、
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２．調査実施の前年（以下「前年」という。）における役名別年間報酬総額

（賞与等を含む。）及び人数、３．前年における給与等の改定状況等（１）

前年１月～１２月までの間の報酬（給与）月額の改定状況、（２）報酬（給

与）月額のカット状況、（３）前年の年間賞与の支給状況、４．調査実施年

における給与等の改定状況等（１）調査実施年１月以降の報酬（給与）月額

の改定状況及びカット状況（予定を含む。）、（２）調査実施年の年間賞与の

支給予定、５．前年の年間賞与額、前年１２月分の報酬（給与）月額等、６．

役員退職慰労金の報酬繰入れ状況、７．執行役員の契約関係等 

※ 

【調査票名】 ２－調査票２（役員の退職慰労金調査） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）企業規模５００人以上の企業の本

社であって、日本標準産業分類の次の大分類に該当するもの。（医療法人・

学校法人等を除く。）「漁業」、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製

造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、

「卸売業，小売業」、「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研

究，専門・技術サービス業（中分類の「学術・開発研究機関」及び「広告業」

に分類されるもの。）」、「生活関連サービス業（中分類の「その他の生活関連

サービス業」に分類されるもの。）」、「教育，学習支援業（中分類の「学校教

育」に分類されるもの。）」、「医療、福祉（中分類の「医療業」及び「社会保

険・社会福祉・介護事業」に分類されるもの。）」 （抽出枠）職種別民間給

与実態調査で作成している母集団名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，２００／３，５００ （配布）郵送・

職員 （取集）郵送・職員 （記入）自計 （把握時）平成２０年及び２１

年の２年間 （系統）人事院－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２２年５月上旬～６月末日 

【調査事項】 １．企業の名称、常勤従業員数、産業大分類及び所在地域、２．退職慰労

金制度及び退職役員の状況、３．役名別退職慰労金支給額及び退職時の報酬

月額、４．役員としての在任期間及び退職年月、５．退職慰労金の支給方法

及び支給基準 



- 43 - 
 

○届出統計調査の受理 

（１）新規 

【調査名】 川崎市高齢者等実態調査（平成２３年届出） 

【受理年月日】 平成２３年３月３日 

【実施機関】 川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課 

【目 的】 本調査は、平成２４年度から平成２６年度までの３か年にかかる高齢者保健

福祉計画・介護保険事業計画策定のための基礎資料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－一般高齢者調査アンケート調査票 ２－要支援・要介護認定者調査

アンケート調査票 ３－特別養護老人ホームへの入所希望者調査アンケー

ト調査票 ４－介護保険第２号被保険者調査アンケート調査票 ５－川崎

市居宅介護支援事業者調査 調査票 ６－川崎市居宅介護サービス事業者

調査 調査票 ７－川崎市介護保険施設等調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－一般高齢者調査アンケート調査票 

【調査対象】 （地域）川崎市全域 （単位）個人 （属性）要支援・要介護認定者を除

く高齢者（６５歳以上の方） （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，６００／１８８，７４５ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年１０月１日現在 

（系統）川崎市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年１０月２５日～１１月１５日 

【調査事項】 １．基本属性、２．生活状況、３．健康状態、４．就労状況、５．地域と

のつながり、６．社会保険料等の負担感、７．将来的な不安、８．介護保険

制度について、９．市の施策について、１０．数年後の社会状況について 等 

※ 

【調査票名】 ２－要支援・要介護認定者調査アンケート調査票 

【調査対象】 （地域）川崎市全域 （単位）個人 （属性）要支援・要介護認定者（６

５歳以上の方） （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／２５，９５２ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年１０月１日現在 （系

統）川崎市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年１０月２５日～１１月１５日 

【調査事項】 １．基本属性、２．生活状況、３．健康状態、４．現在利用中の介護サー

ビスについて、５．介護保険制度について、６．市の施策について、７．介

護者の状況について 等 

※ 

【調査票名】 ３－特別養護老人ホームへの入所希望者調査アンケート調査票 
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【調査対象】 （地域）川崎市全域 （単位）個人 （属性）特別養護老人ホームへの入

所希望者（６５歳以上の方） （抽出枠）川崎市が保管する特別養護老人ホ

ーム入所希望待機者リスト 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／３，９３６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年１０月１日現在 （系統）

川崎市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年１０月２５日～１１月１５日 

【調査事項】 １．基本属性、２．生活状況、３．健康状態、４．入所希望理由、５．入

所希望時期、６．介護保険制度について、７．市の施策について、８．介護

者の状況について 等 

※ 

【調査票名】 ４－介護保険第２号被保険者調査アンケート調査票 

【調査対象】 （地域）川崎市全域 （単位）個人 （属性）要支援・要介護認定者を除

く介護保険第２号被保険者（４０歳～６４歳の方） （抽出枠）住民基本台

帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／４５４，１３２ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年１０月１日現在 

（系統）川崎市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年１０月２５日～１１月１５日 

【調査事項】 １．基本属性、２．生活状況、３．健康状態、４．就労状況、５．地域と

のつながり、６．社会保険料等の負担感、７．将来的な不安、８．介護保険

制度について、９．市の施策について、１０．数年後の社会状況について 等 

※ 

【調査票名】 ５－川崎市居宅介護支援事業者調査 調査票 

【調査対象】 （地域）川崎市全域 （単位）事業所 （属性）居宅介護支援事業者 （抽

出枠）神奈川福祉コミュニティからの情報 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２７６ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２２年１０月１日現在 （系統）川崎市－民間事業者

－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年１１月１５日～１１月３０日 

【調査事項】 １．基本情報、２．サービス実施状況、３．サービスの質の向上を図るた

めの取組、４．事業展開における課題と要望、５．市への要望 等 

※ 

【調査票名】 ６－川崎市居宅介護サービス事業者調査 調査票 

【調査対象】 （地域）川崎市全域 （単位）事業所 （属性）居宅介護サービス事業者 

（抽出枠）神奈川福祉コミュニティからの情報 
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【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６８８ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２２年１０月１日現在 （系統）川崎市－民間事業者

－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年１１月１５日～１１月３０日 

【調査事項】 １．基本情報、２．サービス実施状況、３．サービスの質の向上を図るた

めの取組、４．事業展開における課題と要望、５．市への要望 等 

※ 

【調査票名】 ７－川崎市介護保険施設等調査 調査票 

【調査対象】 （地域）川崎市全域 （単位）事業所 （属性）施設サービス事業者 （抽

出枠）神奈川福祉コミュニティからの情報 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２０７ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２２年１０月１日現在 （系統）川崎市－民間事業者

－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年１１月１５日～１１月３０日 

【調査事項】 １．基本情報、２．サービス実施状況、３．サービスの質の向上を図るた

めの取組、４．事業展開における課題と要望、５．市への要望 等 
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【調査名】 大阪市域における廃棄物処理に係る実態調査（平成２３年届出） 

【受理年月日】 平成２３年３月８日 

【実施機関】 大阪市環境局事業部産業廃棄物規制担当 

【目 的】 大阪市では、平成２１年４月１日より、これまで大阪市の焼却工場で受け入

れを行っていた一部の産業廃棄物の搬入制度を見直し、事業者が事業系ごみを事

業系一般廃棄物と産業廃棄物に適正に区分し、リサイクルや適正処理を実施する

よう取組を進めているところである。 

この取組以降に、大阪市域における産業廃棄物排出事業者がどのような廃棄物

を排出し、どのように処理委託をしているのか等の実態を把握することにより、

今後の大阪市の施策に反映させることを目的として本調査を行うものである。 

【調査の構成】 １－大阪市域における廃棄物処理に係る実態調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－大阪市域における廃棄物処理に係る実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）大阪市全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る大分類「製造業」に属し、従業員数が３０人未満の事業所、大分類「卸売・

小売業」小分類「百貨店，総合スーパー」に属し、従業員数が１００人未満

の事業所、大分類「卸売・小売業」小分類「自動車小売業」に属し、従業員

数が３０人未満の事業所、大分類「卸売・小売業」小分類「燃料小売業」に

属し、従業員数が２０人未満の事業所、大分類「卸売・小売業」小分類「百

貨店，総合スーパー」、「自動車小売業」、「燃料小売業」以外の分類に属し、

従業員数が３００人未満の事業所、大分類「飲食店，宿泊業」に属し、従業

員数３００人未満の事業所、大分類「公務」に属する事業所 （抽出枠）平

成１８年事業所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４４，６０８／１１１，５２１ （配布）

郵送・調査員 （取集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）平成２３

年４月１日現在 （系統）大阪市－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２３年４月上旬～８月下旬 

【調査事項】 １．事業場について （１）所在地、（２）従業員数、（３）設置状況、（４）

業種、２．排出される廃棄物について （１）廃棄物の排出頻度、量、種類、

（２）回収業者、（３）処理方法、（４）搬出先、３．廃棄物排出について （１）

分別状況（現状及び３年前の状況）について、（２）産業廃棄物処理委託契

約（現状及び３年前の状況）について、（３）産業廃棄物の処理責任につい

て、（４）産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、（５）リサイクルの

取組について  
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【調査名】 春季賃上げ及び夏季・年末一時金要求・妥結状況調査（平成２３年

届出） 

【受理年月日】 平成２３年３月９日 

【実施機関】 千葉県商工労働部雇用労働課 

【目 的】 千葉県内民間企業の春季賃上げ及び夏季・年末一時金の要求・妥結状況を把

握し、労働経済状況など労働行政に必要な基礎資料を得るとともに、調査結果を

公表し、労使交渉の際の参考資料とすることで労使関係の安定に資することを目

的とする。 

【調査の構成】 １－春季賃上げ要求・妥結状況調査票 ２－夏季一時金要求・妥結状況

調査票 ３－年末一時金要求・妥結状況調査票 

※ 

【調査票名】 １－春季賃上げ要求・妥結状況調査票 

【調査対象】 （地域）千葉県全域 （単位）労働組合 （属性）千葉県内の民間企業労

働組合 （抽出枠）千葉県商工労働部雇用労働課が保有する労働組合に関す

る業務情報（労働組合基礎調査結果） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／１，４６６ （配布）郵送 （取

集）郵送・ＦＡＸ （記入）自計 （把握時）毎年６月３０日現在 （系統）

千葉県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月中旬～７月中旬 

【調査事項】 １．従業員数、２．平均年齢、３．妥結前平均基準内賃金月額、４．要求

日及び金額、５．妥結日及び金額 

※ 

【調査票名】 ２－夏季一時金要求・妥結状況調査票 

【調査対象】 （地域）千葉県全域 （単位）労働組合 （属性）千葉県内の民間企業労

働組合 （抽出枠）千葉県商工労働部雇用労働課が保有する労働組合に関す

る業務情報（労働組合基礎調査結果） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／１，４６６ （配布）郵送 （取

集）郵送・ＦＡＸ （記入）自計 （把握時）毎年７月３１日現在 （系統）

千葉県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年６月中旬～８月中旬 

【調査事項】 １．従業員数、２．平均年齢、３．平均基準内賃金月額、４．要求日及び

金額、５．妥結日及び金額 

※ 

【調査票名】 ３－年末一時金要求・妥結状況調査票 

【調査対象】 （地域）千葉県全域 （単位）労働組合 （属性）千葉県内の民間企業労

働組合 （抽出枠）千葉県商工労働部雇用労働課が保有する労働組合に関す
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る業務情報（労働組合基礎調査結果） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／１，４６６ （配布）郵送 （取

集）郵送・ＦＡＸ （記入）自計 （把握時）毎年１２月３１日現在 （系

統）千葉県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１１月中旬～翌年１月中旬 

【調査事項】 １．従業員数、２．平均年齢、３．平均基準内賃金月額、４．要求日及び

金額、５．妥結日及び金額  
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【調査名】 大阪における障がい者在宅就労実態調査（平成２３年届出） 

【受理年月日】 平成２３年３月１４日 

【実施機関】 大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課 

【目 的】 大阪府内民間企業及び社会福祉法人を対象に、在宅就労（テレワーク）の導

入状況、ＩＴ関連業務のアウトソーシングの実態について、大阪府内の民間企業

等の現状を健常者・障がい者別に把握し、障がい者雇用に関する企業側のニーズ

等について調査・分析することで、今後の障がい者の就労支援施策に活かすこと

を当業務の目的とする。 

また、健常者・障がい者別に調査を実施することで、一般的にテレワークを導

入する上で解決すべき課題と、障がい者が在宅就労する上で特に配慮すべき事項

を個別に把握する。 

【調査の構成】 １－在宅就労の導入状況等に関するアンケート 調査票 

※ 

【調査票名】 １－在宅就労の導入状況等に関するアンケート 調査票 

【調査対象】 （地域）大阪府全域 （単位）企業及び事業所 （属性）障害者雇用状況

報告一覧に掲載されている民間企業等及び老人福祉施設、児童福祉施設等の

福祉関連事業所 （抽出枠）平成２２年障害者雇用状況報告一覧及び平成２

０年社会福祉施設名簿 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （客体数）７，０００／８，９８０ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２３年３月１日現

在 （系統）大阪府－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２３年３月中旬～３月３１日 

【調査事項】 １．テレワークの導入状況、２．ＩＴ関連業務のアウトソーシングの実施

状況  
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（２）変更 

【調査名】 広島県人口移動統計調査（平成２３年届出） 

【受理年月日】 平成２３年３月２日 

【実施機関】 広島県企画振興局政策企画部統計課 

【目 的】 広島県の人口の移動状況を把握し、各種行政施策の基礎資料とするとともに、

市町人口の推計の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－人口移動統計調査甲調査票 ２－人口移動統計調査乙調査票 

【備 考】 今回の変更は、人口移動統計調査乙調査票に係るレイアウトの変更。 

※ 

【調査票名】 １－人口移動統計調査甲調査票 

【調査対象】 （地域）広島県全域 （単位）地方公共団体 （属性）市区町 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３１ （配布）オンライン（電子メール） （取

集）郵送・オンライン（電子メール） （記入）自計 （把握時）毎月末日

現在 （系統）広島県－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月１５日 

【調査事項】 １．男女別人口、２．世帯数、３．転出入者数、４．出生者数及び死亡者

数 

※ 

【調査票名】 ２－人口移動統計調査乙調査票 

【調査対象】 （地域）広島県全域 （単位）個人 （属性）広島県内の一の市町（広島

市にあっては区）の区域内から当該市町の区域外に住所を移す者及び県内以

外の区域から県内の市町の区域内に住所を移す者で、住民基本台帳法に基づ

き住民票に記載され、又は住民票を消除された者。 （抽出枠）調査実施期

間中に転入・転出の手続のために市区町窓口を訪れた者全員 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１２，０００ （配布）市区町職員 （取集）

市区町職員 （記入）併用 （把握時）調査票記入日現在 （系統）広島県

－市区町－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月１日～末日 

【調査事項】 １．転出先又は転入前の住所地、２．転出入の理由、３．性別及び出生年

月、４．転出入先での居住見込み、５．転出入者の１５歳時の住所地 
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【調査名】 神奈川県消費者物価統計調査（平成２３年届出） 

【受理年月日】 平成２３年３月３日 

【実施機関】 神奈川県総務局情報統計部統計センター 

【目 的】 県民の消費生活上重要な支出の対象となる商品の小売価格・サービス料金及

び家賃を調査し指数化を行い、県消費者物価の動向を明らかにし、各種行政施策

等の基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－神奈川県消費者物価統計調査調査票（様式１） ２－神奈川県消費

者物価統計調査調査票（様式２） ３－神奈川県消費者物価統計調査家賃

調査票 ４－神奈川県消費者物価統計調査家賃調査台帳（民営） 

【備 考】 今回の変更は、調査対象地域から藤沢市を除外することに伴う報告者数の削

除。 

※ 

【調査票名】 １－神奈川県消費者物価統計調査調査票（様式１） 

【調査対象】 （地域）総務省統計局が小売物価統計調査を実施している６市（横浜市、

川崎市、横須賀市、厚木市、伊勢原市、海老名市）を除く県内２市（相模原

市、小田原市） （単位）事業者 （属性）調査地区内に所在する小売・サ

ービスを提供する事業者 （抽出枠）国勢調査の調査区 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２００ （配布）調査員 （取集）調査員 

（記入）他計 （把握時）毎月１２日を含む週の水、木、金曜日のうちのい

ずれかの１日 （系統）神奈川県－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査対象日の属する週の翌週の指定された日 

【調査事項】 １．調査品目、２．基本銘柄、３．市町村銘柄、４．単位、５．価格等 

※ 

【調査票名】 ２－神奈川県消費者物価統計調査調査票（様式２） 

【調査対象】 （地域）総務省統計局が小売物価統計調査を実施している６市（横浜市、

川崎市、横須賀市、厚木市、伊勢原市、海老名市）を除く県内２市（相模原

市、小田原市） （単位）事業者 （属性）調査地区内に所在する小売・サ

ービスを提供する事業者 （抽出枠）国勢調査の調査区 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２００ （配布）調査員 （取集）調査員 

（記入）他計 （把握時）毎月１２日を含む週の水、木、金曜日のうちのい

ずれかの１日 （系統）神奈川県－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査対象日の属する週の翌週の指定された日 

【調査事項】 １．調査品目、２．銘柄、３．単位、４．価格、５．消費税の有無 

※ 

【調査票名】 ３－神奈川県消費者物価統計調査家賃調査票 

【調査対象】 （地域）総務省統計局が小売物価統計調査を実施している６市（横浜市、
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川崎市、横須賀市、厚木市、伊勢原市、海老名市）を除く県内２市（相模原

市、小田原市） （単位）世帯 （属性）調査地区内に所在する世帯 （抽

出枠）国勢調査結果 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２５０ （配布）調査員 （取集）調査

員 （記入）自計 （把握時）毎月１２日を含む週の水、木、金曜日のうち

のいずれかの１日 （系統）神奈川県－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査対象日の属する週の翌週の指定された日 

【調査事項】 １．調査世帯番号、２．世帯主氏名、３．住居の延面積、４．家賃、５．

異動（転出・転入） 

※ 

【調査票名】 ４－神奈川県消費者物価統計調査家賃調査台帳（民営） 

【調査対象】 （地域）総務省統計局が小売物価統計調査を実施している６市（横浜市、

川崎市、横須賀市、厚木市、伊勢原市、海老名市）を除く県内２市（相模原

市、小田原市） （単位）世帯 （属性）調査地区内に所在する世帯 （抽

出枠）国勢調査結果 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２５０ （配布）調査員 （取集）調査

員 （記入）他計 （把握時）毎月１２日を含む週の水、木、金曜日のうち

のいずれかの１日 （系統）神奈川県－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査対象日の属する週の翌週の指定された日 

【調査事項】 １．世帯について（１）世帯主、氏名、住所、電話番号、２．家賃等につ

いて（１）１か月の家賃、（２）入居時期、（３）家賃契約更新周期及び時期、

３．住居について（１）面積、（２）建て方、（３）構造  
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【調査名】 鳥取県山間集落実態調査（平成２３年届出） 

【受理年月日】 平成２３年３月２８日 

【実施機関】 鳥取県企画部地域づくり支援局中山間地域振興課 

【目 的】 本調査は、少子高齢化、人口の減少が著しく、農地荒廃や集落機能低下等の

様々な問題を抱えている中山間地域において、特に過疎化、高齢化の進展が著し

い山間地域に居住する住民の日常生活の状況を把握し、これまでの中山間地域振

興施策の成果を分析し、次期中山間地域対策の検討を行うための基礎資料とする

ことを目的とする。 

【調査の構成】 １－平成２３年 鳥取県山間集落実態調査 調査票 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の一部変更、回収方法の変更及び調査の実施期間の

変更等。 

※ 

【調査票名】 １－平成２３年 鳥取県山間集落実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）世帯 （属性）鳥取県内の山間集落のうち、

谷地の最上流に位置する集落に居住する世帯及び世帯員 （抽出枠）住民基

本台帳及び総合管内図 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２，８００／２１６，５３９ （配布）市

町村職員 （取集）鳥取県職員 （記入）自計 （把握時）平成２３年５月

１日現在 （系統）配布：鳥取県－市町村－報告者、回収：報告者－鳥取県 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２３年４月中旬～７月３１日 

【調査事項】 １．家族の状況について、２．生活の範囲について、３．世帯の収入につ

いて、４．住まいの環境・暮らしの様子について、５．くらしの安心につい

て、６．ご家族の進学・就職・Ｕターンの状況について、７．将来の見込み

について、８．山林・農地の所有状況について、９．情報通信の状況につい

て 
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（参考） 

 

○基幹統計の指定 

 

統計の名称 作 成 者 指  定  内  容 指定年月日

経 済 構 造 統 計

 

 

 

 
注：経済構造統計とは、

経 済 セ ン サ ス -基 礎 調 査

と 経 済 セ ン サ ス -活 動 調

査の２つの統計調査から

作成されるものである。

 

総 務 大 臣 ・

経 済 産 業 大 臣

経済構造統計の作成者を総務

大臣から総務大臣及び経済産

業大臣に変更。 

H23.3.11 

（この指定

は、平成23年

４月１日か

ら効力を生

ずる。) 

 

注：官報掲載

はH23.3.30 

 

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣が行った基幹統計の指定内容について掲

載したものである。 
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